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一般廃棄物処理基準（収集運搬・処分）
廃棄物処理法施行令第３条第１号・２号

（収集運搬・処分）

➀飛散流出の防止
➁悪臭・騒音・振動による生活環境保全上の
支障防止措置

（収集運搬・処分のための施設）
➂生活環境保全上の支障防止措置

（運搬車、運搬容器等）

④飛散流出防止・悪臭防止
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一般廃棄物処理基準（保管）
廃棄物処理法施行令第３条第１号

①保管の場所から一般廃棄物が飛散・流出・地下
浸透・悪臭発散することの防止措置
・汚水の流出防止のための排水設備
・ねずみや害虫の発生の防止

➁保管要件
・保管場所の周囲に囲いを設ける
・掲示板を設ける
・積み上げた廃棄物の高さを基準以下にする
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・ホッパードアが開けっぱなしで塵芥車が走行している（飛散流出）
・塵芥車が猛スピードでカーブを曲がり、ごみ汁をたらしている

早朝の収集作業やパッカー車の巻き込み音がうるさい（騒音）

パッカー車が私有地に止めてあり、臭いが酷い（悪臭）

・塵芥車が危険な運転をしていて怖い思いをした
・スピードを出して危険運転している塵芥車がいた

実際にあった苦情

運転マナー編
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処理基準を守るために

（運搬車両）

□走行時はホッパードアを閉める（飛散流出防止）
□スピードを出しすぎない（飛散流出防止）
□こまめに洗車する（悪臭対策）
□路肩や私有地に長時間駐車しない（悪臭対策）

□作業員が離れている間はエンジンを切る（騒音対策）

等々

従業員への教育が重要です
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処理基準を守るために

（運搬・処分）

□低騒音の車両や重機を使用する（騒音対策）
□こまめに散水を行う（飛散対策）
□積替え保管業者と処分業者は保管容量を守る
（飛散対策）

□常に飛散・流出・悪臭対策を行う 等々

従業員への教育が重要です
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許可業者

刑事罰

・改善命令
・措置命令
・事業停止
・許可取消

行政処分

行政指導

違
反
行
為

処理基準に違反すると？
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行政処分（不利益処分）

改善命令
法第１９条の３第１号

処理基準に適
合しない処理が
行われた場合、
期限を定めて
処理方法の変
更など必要な
措置を求める

措置命令
法第１９条の４第１項

処理基準に適合し
ない処理が行われ
かつ生活環境の保
全に支障を生じて
いる又は生じる恐
れがある場合、期
限を定めて、その
支障の除去又は発
生防止のために必
要な措置を求める

事業停止
法第７条の３

違反行為の
改善に係る
行政指導に
従わなかっ
たとき等に
なされる

許可取消
法第７条の４

重大な違反
行為などが
あった時や
欠格要件に
該当した時
等になされ
る
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廃棄物の処理業者やその他の廃棄
物の処理に関わる事業者は、「新型
コロナウイルス感染症対策の基本
的対処方針」（新型コロナウイルス
感染症対策本部決定）において、
「国民生活・国民経済の安定確保に
不可欠な業務を行う事業者」として
位置づけられており、十分に感染拡
大防止策を講じつつ、事業を継続す
ることが求められています。

今後とも、一般廃棄物の適正な処
理を促進し、生活環境の保全及び
公衆衛生の向上にご協力をよろしく
お願いします。
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廃棄物指導課から事業者の皆様へ
許可に関することや新型コロナウイルス関連のご案内を市ホームページに
掲載していますので、ご参照ください。

ご参考
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